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排水施設の
検査対象

雨水 最終桝から一時放流先の接続までが検査対象です。

汚水 最終桝から一時放流先の接続までが検査対象です。

概略図② 開発の目的 自己居住用　　※非自己居住用（長屋、共同住宅等）　は概略図①、非自己居住用（分譲住宅）は概略図③をご確認ください。
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着手 開発工事 完了

着手 建築工事 完了

工事着手後、速やか

に着手届を提出してく

ださい。

公告前承認を受けない限り、

完了公告前に建築工事を行う

ことはできません。（都市計画

法第37条）

必ず、完了公告後に建築工事

を開始してください。

なお、完了公告前に、建築確

認の手続を進めることは可能

です。

完了公告後に適合証明を申請することも可能で

す。この場合、適合証明に添付する土地利用計

画図（配置図）を、開発許可に適合する範囲内で、

開発許可の内容から変更することが可能です。

※建物の配置や、排水計画などは変更すること

ができます。建築物の敷地の範囲などは変更で

きません。

自己居住用は、建築工事

なしで開発工事完了検査

を受けることが可能です。

このため、適合証明は、開

発許可後であれば、開発

工事に着手していなくても

申請可能です。

なお、適合証明に添付する

土地利用計画図（配置図）

は、開発許可と同様の図

面としてください。


